
神奈川県後期高齢者医療広域連合告示第９号 

 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき、一

般競争入札の参加資格等必要事項を次のとおり公告する。 
 
 令和８年５月２７日 
 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 
広域連合長 本村 賢太郎 

 
１ 入札に付する事項 

（１） 入札件名 
    別紙「入札案件一覧表」のとおり 
（２） 履行場所、履行期間、案件の概要、入札参加条件 
    神奈川県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）事務局掲

示板にて公表及び広域連合ホームページに掲載 
（３） 入札日 

令和８年６月１８日（木） 
（４） 入札及び開札場所 
    広域連合 １１階会議室 

 
２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

（１） 入札に参加しようとする者は、当該入札の公告日において、次の要件を満

たすものとする。 
  ア 神奈川県後期高齢者医療広域連合契約規則（以下「契約規則」という。）

第５条の３に規定する令和７・８年度一般競争入札有資格者名簿へ登載され

ている者であること。 
   イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 
   ウ 神奈川県後期高齢者医療広域連合一般競争入札参加停止及び指名停止等

措置要綱第２条に規定する入札参加資格の停止及び指名停止の期間中でな

いこと。 
   エ 法令等の規定により営業停止を受けていない者であること。 
   オ 入札案件概要書に記載する参加条件に適合していること。 
   カ 役員等（参加をしようとする者が個人である場合にはその者を、法人であ

る場合にはその役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を

含む。）が神奈川県暴力団排除条例（以下この項目において「県条例」という。）

第２条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）でないこ

と。 



キ 暴力団（県条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団経営支配法人等（県条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人

等をいう。以下同じ。）でないこと。 

ク 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していないこと。 

ケ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与していないこと。 

コ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いないこと。 

（２） 入札参加の確認手続き 
  ア 入札に参加しようとする者は、この公告の日から指定した参加申込締切日

の午後５時までに条件付一般競争入札参加資格確認申込書を電子メールで

広域連合総務課財政係（以下「財政係」という。）へ送付すること。なお、

入札案件ごとに指定する書類がある場合は、併せて送付すること。 
  イ 指定日時までに条件付一般競争入札参加資格確認申込書による申込を行

わなかった者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できな

いものとする。 
  ウ 条件付一般競争入札参加資格確認申込書の提出があった者には、確認の結

果として条件付一般競争入札参加資格確認通知書を電子メールで通知する。

そのうち入札の参加を認められた者については、指定日時に広域連合窓口で、

送付された通知書を持参のうえ、正本と引き換えるものとする。 
  エ 条件付一般競争入札参加資格確認通知書の送付を受けた後、２の（１）に

規定する要件のうち、いずれか一つでも備えなくなったときは、入札に参加

することはできない。 
 

３ 入札に係る書類に関する事項 
（１） 仕様書・設計書等の配布方法 

この公告の日から広域連合の窓口において設置し、閲覧に供する。なお、

条件付一般競争入札参加資格確認通知書において入札の参加を認められた

者については、指定日時に広域連合窓口で、通知書の正本引き換えと併せて

配布するものとする。 
（２） 入札の参加を認められた者につき仕様書等に質疑がある場合は令和８年 

６月１１日（木）正午までに質問書により電子メールで財政係へ送付するも

のとする。回答は原則として令和８年６月１５日（月）午後５時までに、入

札参加を認められた者全員に電子メールで行う。また、ホームページには、

質疑の有無の掲載を行う。 
（３） 仕様書等に変更が生じた場合の通知は、前号と同様に行う。 
（４） その他不明な点が生じた場合は財政係に問い合わせること。 



４ 入札方法等 

（１） 入札は、１者以上の入札参加者をもって行うものとする。 

（２） 入札会場に入室する際には、条件付一般競争入札参加資格確認通知書を提

示すること。 

（３） 入札を代理人が行なう場合は、入札の前に委任状を提出しなければならな

い。 

（４） 入札開始時間に遅れたときは、入札に参加できない。 

（５） 入札を辞退する場合の手続きは、次のとおりとする。なお、入札を無断で

欠席した場合には失格とし、当該入札の開札日から起算して３０日以内に公

告される入札には参加できない。 

  ア 入札開始前までに辞退する場合は、所定の様式により辞退届を提出するこ

と。 

イ 入札中に辞退する場合は、入札書に辞退の旨を記載し提出すること。 

（６） 入札書は指定した様式により、入札会場において、執行者の指示に基づき

提出するものとし、郵送による入札は認めない。 

（７） 入札書を提出した後は、入札書の書き換え、差し替え、撤回は出来ない。 

（８） 入札回数は、上限２回とする。 

（９） 契約規則第１５条及び第１６条に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札予定者とする。 

（10） 落札予定となるべき同価格の入札をした者が２以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定する。 

（11） 落札予定者を決定したときは、速やかに、落札予定者を決定したこと、落

札予定者の氏名及び入札金額、並びに落札とされなかった入札を申し込みし

た者の氏名及び入札金額を入札会場にて告知する。 

（12） 落札予定者がない場合は、不調とする。 

（13） 執行者は必要と認めたとき、当該入札の執行を中止し、若しくは取消し、

又は入札日時を延期することができる。 

（14） 入札参加者及びその代理人は、入札後、入札手続、当広域連合契約規則、

仕様書、入札に際しての注意事項、入札執行等についての不知又は不明を理

由として異議申し立てることはできない。 

５ 入札保証金に関する事項 

   入札保証金は免除とする。 

 

６ 入札の無効 

   次のいずれか一つに該当する入札は、無効とする。この認定は、入札執行者が

行い、入札参加者及びその代理人は、異議申し立てはできない。 

（１） ２の（１）に規定する資格要件を備えない者が行った入札 

（２） 入札参加資格確認通知書（正本）を広域連合に連絡もなく指定日に受領し

ない者又は現場説明を行った場合で現場説明を受けない者が行った入札 



（３） 入札に必要な書類等の内容に虚偽があった者が行った入札 

（４） 入札に参加する資格のない者又は代理権限がない者が行った入札 

（５） 他人の代理を兼ね、又は２以上の代理をした者が行った入札（関与した全 

ての入札を無効とする。） 

（６） 入札書に誤りがある場合 

ア 代表者印のない入札書による入札を行なった場合 

イ 委任状に代表者印又は入札の権限を委任された者の印がない場合 

ウ 入札金額のない場合 

エ 入札金額を訂正して入札したとき又は入札金額の記載が不明瞭な場合 

オ 金額、記名、押印その他必要な記載事項を確認できない場合  

（７） 前各号のほか、広域連合長が特に指定した事項に違反した入札 

 

７ 入札参加者の失格 

   次のいずれか一つに該当する場合、入札参加者を失格とし、当該入札の開札日

から起算して３０日以内に公告される入札には参加できない。 

（１） 入札参加資格確認通知書（正本）等の入札関係書類を広域連合に連絡もな

く指定日までに受領しなかった場合 

（２） 受領した入札関係書類のうち指定様式があるものについて、指定外の様式

を使用した場合 

（３） 入札参加者が連合して入札をしたと明らかに認められた場合 

（４） 最低制限価格を設定した場合において、最低制限価格未満の価格で入札を 

行なった場合 

（５） 落札予定者が、指定期日までに、入札額に対応した内訳書若しくは広域連

合が指示する明細書等を提出しない場合又は入札額に対応しない内訳書を

提出した場合。 

（６） 履行確認調査において、履行が確保できないと判断された場合 

（７） その他契約規則又は入札に関する条件に違反した場合 

 

８ 落札予定者に対する履行確認調査 

落札予定者に対し履行確認調査を行う。     

（１） 調査の結果、契約の内容に適合した履行が確保できないと判断した場合に

は最低価格をもって申込みをした者であっても落札予定者とはならず、次に

低価格をもって申込みをした者（次順位者）を落札予定者とし、同様に履行

確認調査を行う。次順位者を不適合と判断した場合には、その次の順位者に

同様の調査を行う。履行確認調査の結果、適正な契約履行がされると認めら

れた者を落札者とする。 

（２） 履行調査の対象者は、広域連合が必要と認める内訳明細書等の必要書類を

提出するなど、調査に協力すること。 

（３） 履行確認調査結果は、当該入札参加者に通知する。 



 

９ 入札結果の公表 

   入札参加業者及び入札金額は公表する。 

 

10 契約保証金に関する事項 

   契約規則の規定によるものとする。 

 

11 契約の締結 

（１） 契約の締結にあっては、契約書を作成する。 

（２） 契約書の作成に要する費用は、落札者の負担とする。 

 

12 契約金額（前払金、部分払金、完成払金）の支払い 

   契約約款又は契約規則の規定によるものとする。 

 

13 その他 

（１）本公告に記載のない事項については、契約規則及び契約関連規定の定めると

ころによるものとする。 

（２）入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反

することがないように十分注意すること。なお、後日、不正な行為が判明し

た場合には、契約の解除の措置を執ることがある。 

 

14 問合せ先 

   神奈川県後期高齢者医療広域連合総務課財政係 

   所在地 神奈川県横浜市神奈川区栄町８番地 1 

ヨコハマポートサイドビル９階 

   電 話 ０４５－４４０－６７０１   

ＦＡＸ ０４５－４４１－１５００ 

   メール keiyaku@union.kanagawa.lg.jp(入札・契約専用) 

   ホームページアドレス Uhttps://www.union.kanagawa.lg.jp/ 

 

 

mailto:keiyaku@union.kanagawa.lg.jp
https://www.union.kanagawa.lg.jp/


(火) 　17時まで

質問書提出期限 (木) 　正午まで

入札日 (木)

案件一覧

区分 契約番号 入札開始時間

一般 27002 10時00分

※各案件の参加条件は、入札案件概要書で確認してください。

＜別紙＞

神奈川県後期高齢者医療広域連合入札案件一覧表

条件付一般競争入札参加
資格確認申込書提出期限

契約件名

令和8年6月2日

令和8年6月11日

令和8年6月18日

（早期発注）神奈川県後期高齢者医療広
域連合情報システム機器等賃貸借（長期
継続契約）


